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平成 26 年度第 10 回東久留米市子ども・子育て会議 

会議録（全文筆記） 

 

開催日時 

  平成 27 年１月 19 日（月） 午後７時 00 分～９時 00 分 

 

開催場所 

  東久留米市役所 701 会議室 

 

出席者の氏名 

 ⑴ 委 員 菅原良次委員 浜名紹代委員 武田和也委員 立川都委員 

       水沼絵里子委員 新倉南委員 長谷川早苗委員 白石京子委員 

       井尻郁夫委員 柘植宏実委員 斎藤利之委員 

         

 ⑵ 事務局 子ども家庭部長 

       保育課長 

       子育て支援課長 

       子ども家庭部主幹 

 

 

欠席者の氏名 谷津洋子委員 

 

会議の議題 

 １ 開会 

 ２ 東久留米市子ども・子育て支援事業計画（答申案）について 

 ３ 保育料（答申案）について 

 ４ その他 

 ５ 閉会 

 

 

１ 開会 

  ・会長 

 皆さん、こんばんは。非常に寒い中、ご出席いただきましてありがとうございます。

これより平成 26年度第 10回東久留米市子ども・子育て会議を開催したいと思います。

事務局のほうに〇〇委員が欠席という連絡が入っております。しかし本会議の過半数

を超えておりますので成立しますから、これから会議を開催します。事務局から、議

事次第についてご説明をお願いします。 
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  ・事務局 

 では、私から議事の次第についてご説明させていただきます。なお、本会議は議事

録作成のため、会議の内容を録音しておりますので、ご了承願います。本日の議題に

つきましては、配付させていただきました「次第」のとおり、２「東久留米市子ども・

子育て支援事業計画（答申案）について」、３「保育料（答申案）について」、４「そ

の他」でございます。 

 

・会長 

 ありがとうございます。これから本会議を始めますが、傍聴される希望者はいらっ

しゃいますか。では、入場をお願いします。 

 

  ・会長 

 傍聴の方が席に着いたようですので、資料の確認を事務局のほうからお願いします。 

 

・事務局 

 それでは、配付資料についてご確認させていただきます。まず、事前配付資料から

ご確認させていただきます。事前配付させていただきました資料は３点です。１つ目

が資料 88「東久留米市子ども・子育て支援事業計画（素案）へのパブリックコメント

について」でございます。２つ目が資料 89「東久留米市子ども・子育て支援事業計画

（答申案）について」でございます。３つ目が資料 90「東久留米市子ども・子育て支

援事業計画(答申案)」でございます。続きまして、当日配付資料につきましてご確認

させていただきます。当日配付資料は４点となります。1 つ目が資料 91－1「市利用者

負担額(案)と国基準との比較《２号・３号認定》第１案」でございます。２つ目が資

料 91－2「市利用者負担額(案)と国基準との比較《２号・３号認定》第２案」でござ

います。３つ目が資料 92－1「教育標準時間認定の子ども（１号認定）の国基準の変

更点について」でございます。４つ目が資料 92－1 の裏面になりますが、資料 92－2

「1 号認定利用者負担額の東久留米市(案)と国基準について」でございます。最後に、

本日、参考資料としまして、前回の会議資料、資料 86－3「27 年度基準表１案、２案

の場合の変動」につきまして机上配付させていただいております。資料の確認につい

ては以上でございます。 

 

・会長 

 ありがとうございます。皆さんのところに資料の不足はございませんか。もし、あ

りましたら挙手でお願いします。よろしいですか。 

 

２ 東久留米市子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

  ・会長 

 それでは、次第の２「東久留米市子ども・子育て支援事業計画（答申案）について」

のご説明をお願いしたいと思います。 
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・事務局 

 それでは、これより次第の２「東久留米市子ども・子育て支援事業計画（答申案）

について」ご説明をさせていただきます。資料の 88 と 89、90 を用いて説明をさせて

いただきます。 

 まず、資料 88 でございます。こちらが「東久留米市子ども・子育て支援事業計画（素

案）へのパブリックコメントについて」で、昨年 12 月 1 日から 22 日まで行われまし

た、この事業計画の素案へのパブリックコメントについての資料でございます。ご意

見をいただいた方の人数としましては 91 人、そして事務局のほうで分類をさせていた

だいた、そのご意見の件数としましては 406 件ということになっております。一番表

（おもて）の表でございますけれども、「事業計画」というところで項目がございます。

上から「ニーズ調査」、「教育・保育および子ども・子育て支援事業の提供区域の設定」、

「幼児期の教育・保育」、「利用者支援事業」、「地域子育て支援拠点事業」、「病児保育

事業」、「放課後児童健全育成事業」、「計画全般」ということで、それぞれ事務局のほ

うでこれに対するご意見の細分化をして、一番上にその件数を表記させていただいて

いるものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、左側、こちらは「その他」ということで、今回の事

業計画の記載事項のところには直接記載がございませんけれども関わる部分としまし

て、項目のところで「保育所」、「学童保育所」、「児童館」、「新制度説明会」、「その他」

ということで、それぞれ先ほど同様細分化してご意見の分類をさせていただき、右側

に件数を表記させていただいているものでございます。 

 次に、今の見開きの左のページ、１ページから 20 ページまでは東久留米市子ども・

子育て支援事業計画の素案に対するパブリックコメントのご意見と市の考え方という

ことで、左側にご意見の番号、項目、それからご意見の概要、右側にご意見に対する

市の考え方をすべて表記させていただいたものでございます。なお、このご意見の概

要につきましては、先日、先だって委員の方にはメール等で送付をさせていただいた

資料と同様のものとなっています。資料 88 については以上でございます。 

 続きまして、資料 89「東久留米市子ども・子育て支援事業計画(答申案)について」

という 1 枚の資料でございます。こちらは資料 90「東久留米市子ども・子育て支援事

業計画(答申案)」とセットでご覧いただきたいところでございますが、今回のパブリ

ックコメントを踏まえた上で、また事務局のほうで精査をさせていただき、パブリッ

クコメントの素案として提出したものについて修正がかかっている部分を一覧にした

ものが資料 89 でございます。 

 ポイントを抜粋してご説明させていただきますと、まず資料 90 の１ページをご覧い

ただきたいのですが、１ページの中段の「合計特殊出生率」の表のところの表記をわ

かりやすく変えさせていただいたということでございます。次に８ページをご覧いた

だきたいのですが、８ページの下から 10 行目ぐらいですか、こちらの「就学前児童調

査」のところに「対象：市内に居住する０歳～就学前の子どもを持つ保護者 2,000 人」

のところに、パブリックコメントにもご意見がありましたけれども、就学前児童のニ

ーズ調査などに対象母数を載せたらいかがかという意見がございましたので、当時の

平成 25年９月時点における 5,537人という対象の人数を記載させていただいたもので
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す。続きまして、19 ページをご覧いただきたいのですが、こちらは表記をわかりやす

くということで中段のところの文言を修正させていただいております。過去のこの会

議における議事録等から修正させていただいております。続きまして、28 ページをご

覧ください。（９）一時預かり事業の「事業の内容」の部分、こちらは以前、委員の方

よりご提案いただいた部分につきまして、さらに一部文言を修正させていただいたと

ころです。続きまして、30 ページをご覧ください。30 ページの中段、放課後児童健全

育成事業（学童保育）の「今後の方向性」の部分のところに、パブリックコメント等

の意見を踏まえまして内容を充実させていただいたところです。基本的にはこの事業

計画につきましては、ニーズ調査に基づく量の見込み、それに対応する確保方策を、

計画期間である平成 27 年度から平成 31 年度までの目標を記載しているところでござ

いますけれども、学童保育所に関わる、例えば設備に関するものとか入所基準などが

ご質問に挙がっておりましたので、その部分をこちらに表記をさせていただいたとこ

ろでございます。続きまして、35 ページをご覧ください。35 ページの「具体的な事業」

の表の一番下のところに、「学童保育所への障害児受け入れ」をパブリックコメントの

ご意見等を踏まえまして「具体的な事業」に追加させていただいたところです。最後、

38 ページをご覧ください。38 ページにつきましては、表記をわかりやすくするために

文言修正をさせていただいた部分でございます。中段の部分でございます。次第２の

「子ども・子育て支援事業計画（答申案）について」の資料の説明は以上でございま

す。 

 

・会長 

 ただいま事務局より資料に基づきまして、資料 88、89、90 についてパブリックコメ

ントに基づいて修正・補強等がご説明されました。この点につき何かご質問・ご意見

はございますか。もし、ある方は挙手でお願いしたいと思います。 

 

・委員 

 学童のことです。パブリックコメントを見てみたら、６年生まで拡大するというこ

とがなかなか知られていないということがあり、私も今、周りに、娘が２年と４年な

んですけれども、「えっ、６年生まで」みたいな、「３年までだよね」みたいなことを

とても多く聞きます。12 月１日の学童保育所の入所申込書のことについて広報が載っ

ていて、今まではきちんと１年生から３年生というように、「新年度に新１年から新３

年」という書き方だったのですけども、今回はさらりと「小学生で」という表現と、

一応下のほうに「入所の決定は１年生から３年生のお子さんを優先して、小学４年生

以上の児童は障害があるお子さんを優先的に入所」という記載だけで、この「６年生

までだ」ということがなかなか伝わっていないままでスタートしているかなと思いま

す。 

 学校側からも何も特に連絡もないし、「一体どこに書いてあるの」みたいな話がとて

も来ます。そして、そのことが保護者の不安になり、パブリックコメントの数字を見

て、自分の学童が定員をオーバーする学童の保護者は一体どうなるのだろうというこ

とで、具体的には待機になるのではないかということでとても不安があり、かなり見
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切り発車的な面が否めないかなと思っていて、とても不安に保護者が思っていること

が、このパブリックコメントの一つひとつのところから感じられます。 

 直接事業計画のことうんぬんというよりも、事業計画を進めていくその前段のとこ

ろでもう少し丁寧な宣伝が必要だったのではないかと思います。例えば学校だよりに

「６年生まで拡大するようになったので問合せをしてください」とか「何かあったら

申込みに来てください」というようなことがあってもよかったのではないかと思って

います。 

 併せて、その障害を持っている子たちが４年生優先というところがすごく保護者は

不安で、障害を持っている４年生がいれば、今、１年生で入っているけれども２年生

になったら入れないのではないかということが本当にお母さんたちの中で不安で、噂

話というか、話し合われているところがあり、そこについてもこのパブリックコメン

トの回答を見ると、第１優先が１年から３年でみたいな、その次が４年生以上の障害

児で、そのあと４年、５年、６年みたいな記載が市の考え方に書いてあって、初めて

私もわかったということで説明がかなり足りないのではないかな。そのことがこのパ

ブリックコメントの数になっているのかなと思っています。その辺のことを見切り発

車の状況で進めても大丈夫なのかなということをとても不安に思っています。 

 

・会長 

 そのほかに関連するご質問なりご意見はございますか。 

 

・委員 

 併せて、今回、入所申込書、うちは娘が４年生なので５年生以降も行きたいのかと

いうことを相談して申請をしたのですけれども、その申請の窓口でもちょっとお話を

したのですけれども、下の欄に「食物アレルギーがあるかないか。就学支援シートを

出したかどうか。障害があるかどうか。疾病があるかどうか」という欄が、その上に

「有無を必ずご記入ください」という表記があって、えっと思い、まだ入るかどうか

わからない段階で聞かれるのだとか、あと、就学支援シートがどうして聞かれるのだ

とか。過去の入所の申込書を見ると右にやはり同じ表記があって、入所してからたぶ

ん保護者のほうから「こういうことをお願いします」ということでチェックするよう

な表があったのですけども、今回は「必ずご記入ください」ということで、障害があ

るかどうか、○をつけろというのは、すごくいろいろな保護者がいるので、私もドキ

ッとして、一応なぜ書かなければいけないのですかということがあったので、その辺

ももう少し、たぶん４年生以上のことを優先するということで、そういう形になった

のだろうかなとは思うのですけれども、きっと悪意はないのかもしれないと思います

が、かなりナーバスな問題で、東久留米の申請書にそういう記載があるというのはち

ょっとどうかなと思うので、その辺のことも今後、今回はそういう形で出てしまって

いるのですけれども、配慮が必要なのかなと思いました。 

 一方、ちょっと勘ぐりですけど、絶対に入りたいお母さんはあそこで「障害」に○

とかしているのではないかとか、その辺も、何をもって障害なのかということがはっ

きりわからなくて、このパブリックコメントを見て「ホームページのほうに入所基準
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が載っています」ということで、入所基準があるんだということに気づき、そのホー

ムページを見たら、26 年 12 月１日に制定されていて、こういうふうになってみたい

になっていることが私も初めてわかり、窓口に行けば説明を聞けば説明を受けられる

みたいだったのですけれども、事前のものがやはり足りないのかな。すごくいろいろ

な事業のことが進んで忙しかったのかなと思うのですけれども、やはり子育てにやさ

しい東久留米だと私は思っていたし、障害を持っている子どもたちにもすごく手厚く

やさしいまちだと思っていたので、そこについてはぜひ対応等を検討していただきた

いと思う点がありました。ですので、例えば４年生以上で入りたい場合、理由を書い

てくださいみたいなことがあれば、こういう訳だからとかいうふうに書くこともでき

ると思うので、その辺もちょっとドキッとする書類だったので、ぜひ検討していただ

きたいと思いました。 

 

・会長 

 今のご意見と申しましょうか、この事業計画の本体のほうの、具体的に例えばどこ

にご意見があるのか、今はかなり事務的な手続きの問題だと思うのですね、この計画

が決まったあとの。その事務的な手続きの問題、やり方の問題と、今回は答申案をま

とめなければいけない時点ですので、まず答申案の基本的なことを抑えておいて、そ

れから手続きの問題というふうに分けて発言していただいたほうが説明しやすいと思

いますが、どうでしょうか。 

 

・事務局 

 学童の事務手続きの関係でございます。学年拡大につきましては東部・中部・西部

という形で説明会を開催させていただいて、その中でも学童に関してのご質問があり、

その中で決まった部分についてはお答えをさせていただいておりますし、年齢が拡大

することも一緒にお話をさせていただいております。その段階でも当面、まだ細かい

ことは決まってなかった部分ではありますけれども、低学年を優先にという話もさせ

ていただいております。 

 また、今の申請書の問題ですが、アレルギーなどについては従来も記載する部分が

ありましたし、その部分につきましては最近いろいろなもののアレルギーのお子さん

がいらっしゃいますので、その辺は事前に確認をしておいたほうがいいということで、

そういう欄を設けております。それから、職員の研修においてもエピペンの研修とか

アレルギー関係、そういうものも含めてしておりますので、十分お子さんに対応して

いきたいという思いでそういう欄を設けたということでありますので、その辺ご理解

をいただければと思います。 

 現在入っているお子さんについては、現３年生も入っていらっしゃいますので、現

在の３年生については４年生以上になるということで学童保育の中で新年度も申込書

の部分についても対応させていただいております。ただ、在校生の４年生以上の各校

にということは、当然チラシを配布しておりませんが、制度が変わる段階には校長会

にお邪魔をして、校長先生の校長会が役所の中で定例の会議がありますので、その中

で新年度におきましては６年生まで拡大していくということも校長会の中でご説明を
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させていただいております。 

 

・委員 

 前回、このパブコメの前の案でもちょっとお話しさせていただいたのですけども、

いろいろ連合会の中でも意見を聞いた中で非常にわかりにくい、と。だいたい量の見

込み、確保方策であれ、何人ということはわかるのですけども、例えば今回私たちで

話し合ってきた小規模保育とか家庭的保育の基準案を出してきましたが、でも実際に

これがどれだけ増えるのかとか、そういう部分が、恐らくこれで見ていくとこんなに

増えないわけですよね。施設とかそういう部分に関しては。例えば小規模保育は実際

にこれだけ増やしますよとか、家庭的保育はこれだけ増やしますよとか、それが具体

的ではないわけですよね、計画の中では。そういう部分が非常に見えにくい。そうい

うところでちょっと残念かなと思っています。 

 〇〇委員も言っていたみたいに、やはりちゃんと読み込んでいかないと内容がわか

りにくい。すいません、いろいろ事務局のほうでも頑張って作っていただいたと思う

のですけど、ちょっと事業計画としてはわかりにくいかな。国のほうに合わせて作っ

たのでしょうけれども、むしろ僕としては次世代育成支援後期行動計画のほうが何年

度にこれだけやりますよということが明確になっていてわかりやすかったのではない

かと思っています。ですが、今からこれをそのように変えてくださいとは言いません

が、今の〇〇委員が言っていたみたいに、やはりいろいろ利用する方々に関してはわ

かりにくいところ、見えにくいところ、そういう部分がいっぱいあると思うのです。 

 特に学童保育に関しては、〇〇委員も言っていたみたいに６年生まで拡大される、

だけども実際、例えば来年度の４年生以降６年生に関しては３月中旬にならないと確

定しませんよというお手紙が来ましたね、市から。それに関して不安を感じている方

もいらっしゃるわけですよ。６年生まで拡大した、では利用できるのかと言えば、そ

ういうお手紙も来る。本当にできるのかという部分もある。そういう部分では、今回

この答申案が案ではなくて答申として出されたときには、やはり新年度に入るまでに、

すいません、この内容とはまた違うかもしれませんが、市が本当に利用者に対して、

不安を抱かないように、本当に理解を求めるような部分であるならば、説明会なりそ

ういうものはぜひ開催していただきたいと強く思います。 

 

・事務局 

 今の〇〇委員のご意見のところでございますが、前段の「次世代」との比較という

ことで、今回のこの事業計画につきましては子ども・子育て支援法に基づく法定計画

という中で、これまでずっと積み重ねてきた議論を踏まえて量の見込み、これはニー

ズ調査から出ておりますので、これに対してきちんと１年単位における数値の確保の

内容を記載させているところでございます。パブリックコメントの市側の考え方でも

記載させていただいているとおり、こちらには多様なニーズに応えられる認可保育所

だけではなく、民間から提供されるさまざまな保育サービスを生かしながら進めてま

いります。現時点において具体的な施設整備計画を明記するということは考えており

ませんということで、事前もこの会議でご意見をいただいた中で平成 27 年度につきま
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しては一定程度具体的なお話もできるということをお話ししたと思いますけれども、

その後の 28 年度以降につきましては、そのような形でご理解をいただきたいと思って

いるところです。 

 説明会につきましてですけれども、これも以前からご要望をいただきながら、この

会議でもお話しさせていただいているところでございますが、まずは、この子ども・

子育て会議が法定の事業計画における意見聴取の場ということで設定されていること

と、また、今回、東久留米市の子ども・子育て支援事業計画の素案のパブリックコメ

ントも実施していく中で決定していくというものがございますので、現時点において

この事業計画に関して説明会等は事務局のほうでは考えておらないところでございま

す。 

 

・委員 

 この事業計画の文言をどうこうは言わないのですが、本当に何も知らされていない

市民の方が例えば 24 ページの「時間外保育事業（延長保育事業）、２号認定または３

号認定を受けた子どもが」という、たしかにこの文章は平たく書いてあるのですが、

今まで保育園に預けていた人や今回申込んだ人などは「あ、そうなんだ。今までは開

いている 11 時間の間、勤務証明を出せば、保育短時間や保育長時間なんてというもの

は存在しなかったのに、今度からはそうやって自分の働く時間で分けられて、保育短

時間だと超えたら延長料金を払う。その延長保育事業」ということなのか。やはり本

当に実際利用する人がわかりやすいような、この事業計画とは別のものがひょっとし

たら必要かもしれない。その場に至って保育課に申込みに行って初めて知るというの

ではあまりに厳しいものがあって、０歳、１歳、２歳で、そのうち預けて働こうかな

という人にとっては、８時半から６時半までの範囲の中に入っていれば、自分のうち

は保育短時間で、そこから超えればまた延長料金が生じるんだというような、そうい

うのが見えてこないのは、事業計画は仕方がないというふうに今まであれこれ言って

もそういうふうにおっしゃるので、それは仕方がないのですが、でも利用する方たち

にとって決まっている範囲でわかりやすい説明が絶対に必要かと思われます。 

 28 ページの一時預かり事業についても、やはりきっと国も何も決まっていないので、

国が決まっていなければ市のほうも決められないのかもしれませんが、いろいろな考

え方ができるのがこの中に入っておりまして、それについてもやはり幼稚園、幼稚園

というのは満３歳にならないと利用できない場所ですけれども、考えようによったら

２歳代の間にこの一時預かり事業として園児ではない子も預かってくれるんだとか。

この文章を見る限りはピンと来ない方がたくさんいるので、事業計画はスタートする

のにもう今更こんなところは変えていけないというのであれば了解いたしますが、も

っと市のほうには説明責任が私はあると思いますので、利用者の側に立った、そして

また事業所の側に立っても、これでは何か訳のわからないまま何でもやっていかなけ

ればならない。どういう選択をすれば子育て支援ができるのかということも見えてこ

ないような状況になっていますので、くれぐれも、この会議で意見を言う内容ではな

いかもしれないけれども、先のことを考えると、それはぜひとも考えていただきたい。

ここの行間に漏れたものを全部わかりやすく説明していただける場所だけではなく、
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人はしゃべると消えていきますから、右から左に抜けていかないようにきちんとした

資料の形で皆さんに、市民の方にご提示いただきたいかと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

 

・会長 

 たしかに制度が４月からいろいろなところで変わりますから、事業者にとって、あ

るいは保護者にとっても、そういう意味で制度が変わったことについては本計画を作

った上でかなり丁寧な説明がこれからはいろいろ大事になってくるだろうと思います。

ちょうど今３月４月は保育園の場合もいろいろ動く時期ですので、幼稚園の場合も恐

らくそうだと思います。その点、これから事務局のほうでどういうことをされるのか

ということも含めて少しお願いできますか。 

 

・事務局 

 ただいま○○委員からお話がございましたところですが、たしかに新しい制度が始

まるにあたって現在も市の広報やホームページ等で一定程度のご案内をしているとこ

ろでございますが、新たな決まった事項等を含め、例えば今度、利用者支援事業とい

うものが新規の事業として予定されているところでございますけれども、それらを含

めまして市民の方それから事業者の方に資料やホームページ、パンフレット等を通じ

て周知に努めてまいりたいと考えております。 

 

・委員 

 やはり広報に「６年生まで拡大」という小見出しがぜひあってほしかったです。説

明会で伝えたということでありますけれども、説明会に出た人は学童関係の本当に一

部だと思うし、市の広報というのは皆さんに伝える大事な大事なツールの一つだと思

うので、なぜここに大きく変わるということをしっかり明記されなかったのかなと思

います。「６年生まで拡大」という言葉は学童の申請書をもらったときのこの紙にしか

書いてなくて、「いや、対象は小学生」と書いてあるのではないかというふうに説明は

あるのですが、そうではなくて「６年生まで拡大」だということをやはり強調してほ

しかったことと、校長会にお邪魔して伝えたという話で学校関係者の先生に聞いたら、

「何か、校長先生からお話を聞いたよ」という学校と、「全然知らない」という担任の

先生とで温度差があり、たぶんその校長会で「ぜひ保護者にそのことを周知してくだ

さい」という一言があれば、学級通信に載せるなり何なりとか、いろいろなすべがあ

ったのかなと思っています。まだ、いまだに拡大したことを知らないで、「えっ、そう

なの」みたいな状況なので、この事業計画ではそういうことになっているので、そこ

のところを、勘ぐるわけじゃないのですけれども、伝えようということがあれば広報

に「６年生まで拡大」という表現のほうが、おおっということで皆さんに伝わったの

ではないかと思いました。 

 それから、質問ですが、パブリックコメントの３ページの№13 の右の「市の考え方」

のほうの③④、上から６行目ぐらい、「６年生まで拡大したことを知りませんでした」

という質問に対して、「パンフレットや新制度実施に伴う市民説明会」、この市民説明
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会というのはこの前言った東部・中部・西部でやった３ヶ所で、このパンフレットと

いうのは具体的に、学童が拡大するパンフレットというのはどこだったのかな。あ、

これですか。これは説明会のときに配ったものですよね、いただいたもので･･････。 

 

・事務局 

 国が作った『なるほどＢＯＯＫ』の資料につきましては、市の子ども・子育て関連

施設には置いてあるものと、それから先ほどの説明会のところでコピーの部分ですけ

ども、こちらを使わせていただき、また、例えば幼稚園や保育園での説明会について

も、この資料については使用させていただいているところです。 

 

・委員 

 わかりました。パンフレットって、何か「学童」のことが載っているというのは、

どこかで配られたのか。今、このコメントの回答を見るとそうなのかなと思ったので

すけど、今の話を聞くと子育てのこれということで、そう考えると、やはり学校との

連携が難しいのかなと、学校を通してこういうものを配ったりとか、学校を通して、

本当に学校だよりに一言載せてくださいというのが、一番周知徹底するのになと思っ

たのだけども。そこがもしかして教育委員会とのコミュニケーションの難しさがある

のかなと思ったのですけれども。ぜひわかりやすく、市民にやさしいというスタンス

で貫いてほしいと思います。 

 

・事務局 

 ちょっと補足といいますか、学校との関係ですが、この子ども・子育て会議でも周

知をしたのは、まずニーズ調査の悉皆調査ということで先ほど担当課長が校長会など

で、今回こういう趣旨で校長先生方に悉皆調査の部分も含めてお願いをしたことがあ

ります。ただ、委員がおっしゃるように、そういうところで私たちも教育委員会とは

十分な連携を取っているのですが、例えば学校にお願いをして学校だよりから周知を

するということは確かに伝えてはいないのですよ。ただ、委員がおっしゃったように

はいろいろな手段といいますか、いろいろな方法を含めていろいろな周知の仕方とい

うのも今後、ご意見を参考にさせていただきながら考えていきたいとは思います。 

 

・会長 

 この事業計画の作成にあたってニーズ調査に基づいているということと、それから

それに基づいて、ここの委員会が 15 回ぐらい、いろいろな意見を含めて議論というか

検討を積み重ねてきた。それから、パブリックコメントにより市民のいろいろな意見

を伺いながらということで、とりあえずまとめたという形になっていますので、先ほ

どから申し上げていますように、この計画案を、答申案をここで確認していただいて、

それで正式な東久留米市子ども・子育て支援事業計画ということで発表していただく。

もちろん先ほどから事務局のほうからも、皆さんも出されましたように、制度が新し

く変わったばかりですので、まだまだ市民の中に徹底するということは必ずしも十分

行き届いていないと思います。これは恐らく、これから我々も含めて皆さんと共有し
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ながらきちんと市民一人ひとりに理解していただくように丁寧に説明していくという

ことで、この初年度を乗り切って、いろいろな意見を反映した形での実施が４月以降

スタートできればよろしいのではないかと思いますので、できれば、ここで確認をし

たいと思いますけれどもよろしいでしょうか。この次には保育料問題も入ってきます

ので、どうでしょうか。 

 

・委員 

 計画の 30 ページのところです。27 年度に明らかに△がついているところがあり、

そうすると今の時点で「提供体制の確保を目指します」ということで、具体的にどこ

の空き教室という話の説明があってお願いしているということなのですけれども、具

体的にどこそこ小学校は定員オーバーしそうなのでどこそこの教室を学童にするとい

う具体的なことが今の時点で決まっていなくて、△がついている学童があるというこ

とは、待機が免れない状況であり、そこも再三先ほどからお話をしているように、い

ろいろなことが準備がしっかりできないでスタートせざるを得ない状況なのかな。△

がついて対策ができていない状況の事業計画を出すという、なので、どうなのかな、

と。私は個人的に６年生まで拡大してほしいけれども、順次とか準備ができてからで

ないと本当に提供できないから、でもやらなければいけないという、そのせめぎ合い

で、ただ清瀬のほうの学童の話を聞いたら、「全然、そんな６年生の話、いまだに聞い

ていない」ということだったので区市町村で差があるのかなと思ったのですけど。こ

れは、そういう事業計画でいいのかな。待機が出るって、確保の対策は具体的にでき

ていないという計画ですということなのかなということが、とても不安です。 

 

・事務局 

 今の学童の関係ですが、もう一度振り返ってみますと、やはり先ほど来出たニーズ

調査を基にということで、いろいろな学校の児童推計とかそういうことも含めながら、

最終的にはこの会議で量の見込みに対して確保方策ということでご提示をしたものを

了承しながら進めてきたわけですね。そこのところのいわゆる△がついている部分と

いうのは、この事業計画上は、ちょっと改めて確認しますと、27 年度は現状のままに

なっているのですけれども、28 年度には今申し上げたような確保方策として、学校と

の連携協力を基に余裕教室などを活用した取組ということでお示しをしていくわけな

んです。ただ、私たちも教育委員会と連携を密にしながら、できるだけ取組として必

ずしも別に 28 年度になってからなんてことは毛頭考えているわけではなくて、やはり

できることはできることとして進めていくという考え方で、現在もその取組に向けて

教育委員会といろいろな協議をしていることはあります。今後として、まだ具体に申

し上げられる段階ではありませんけれども、そのような取組としては今も進めていま

すので、今後、事業計画上は、数字上は 28 年度で数字が変わっていくわけですが、私

たちとしてもそこに向けながらできる取組としては今、進めているということで、ま

ずはご理解をいただければと思っているところです。 
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・委員 

 私も幾つか国とか大学関係でこういう資料を作るのですけど、今、再三厳しい意見

もたくさんちょうだいしたと思うのですけど。私は別に市の味方をするわけでも何で

もない、自分も子どもがいる立場ですけど。やはりたしかに委員がおっしゃることも

よくわかるのですけど、我々も情報を取りに行くという努力が必要だと思うのですね。

大事なのは情報を取りに行ったときに、市のほうが明確に答えられるかどうか。また

は、丁寧な回答、もしくはこういう方法があったということで改善するかどうかが重

要で、例えば広報に載せたらということも正論だとは思います。ただ、もちろん広報

の中にはたくさんいろいろな情報を出さなければいけなくて、一方でたくさんの情報

が入ってしまうと情報が埋もれてしまって見えなくなってしまうというケースも、こ

れも否定できないことだと思うのですね。これはどちらかということではないのです

が、あるいは新制度がスタートしたときに幾つか直さなければいけない、改善しなけ

ればいけない、もっと深く議論しなければいけないということが出てくると思います

ので、まさにそれこそが来年度以降、我々が考えていくべきことであって、今までの

ように、今回もこのニーズ調査も含めて 15 回以上の時間を費やして行なってきました

ので、我々の立場としては注視して、そういう厳しい意見も含めて市に訴え続けてい

くということがベースになると思います。つまり、この事業計画自体は非常に、私は

ベースとしてよくできているというふうに思います。 

 ですので、我々もこれに甘んじることなく、やはり厳しいところは厳しく各委員の

意見を吸い上げていただいて、その結果、現実的にはパブリックコメントの内容も含

めて訂正も入ったわけなので、そのあたりは私個人はこのままこの事業計画を進めて、

当事者でもありますけれども、進めていけたらと個人的には思っております。 

 

・委員 

 確認です。この 30 ページの△のところについて、待機が出てしまうかなという状況

である。プラスアルファを入所させるのかとかいう状況になるのか。拡大したときに

何年生がどう申請しているかわからないのですけれども、一方少ないところは優先の

順番から見ると６年生も入ることができてという状況になっているのかなということ

で、たぶん保護者はこれを見てかなり不安と動揺を感じているので、私も全然、市の

ほうと一緒に足並みそろえてやりたいと思っているし、なので、ここは大丈夫なのか

なというか、不安を煽る。多めに入れますよみたいな話だったらあれですけど、うち

の子はどうなんだろうというのが本音で、お母さんたちが「３年生になっては入れな

かったらどうしよう、死活問題で仕事ができない」ということがあるので、それに対

して、この事業計画でいいのかな。私はみんなを不安にさせるような事業計画だとま

ずいのではないかと思って意見を言っています。 

 併せて、その広報のことも、せめて一言そこが載っていればという思いがあって、

今日ここで発言させていただいています。学校だよりにも載っていればという思いが

あったので、ここで発言したことで、先ほど、もし次の機会があったときにそれも方

法の１つというふうに選択できるように幅が広がってほしいし、そのために私は委員

としていろいろな気づいたことを発言していると思っているので、別に批判したり、
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どうしたりというのではなくて、より良いものにしたいと思っているので、していま

すということです。 

 戻ると、そうなると、開けてみないとわからないだろうし、数字上の問題だし、そ

うしたら、あそこの文言でいくと、優先として５年・６年は今年はちょっと泣いても

らいましょうということであれば、１・２・３年の子たちがキープされれば大丈夫な

のかなということもあるのだけれども。開けてみないとわからないのかな。本当に困

って、それで仕事を辞めてしまわなければいけないような保護者が出ないような、27

年度に関しては緊急だけど個別の丁寧な対応をぜひして、保護者の信頼を、いい子育

てができる東久留米になっていくんだなという、ちょっとにおいがするなみたいな感

じの方向に対応をぜひしてもらいたいと思います。 

 

・会長 

 よろしくお願いします。それでよろしいですか。それでは、また繰り返しになりま

すけれども、この間、パブリックコメントも含めていろいろ意見をちょうだいしなが

らまとめてきましたので、答申案についてここで確認したいと思います。よろしいで

しょうか。よろしいですか。これで確認していただいたということにいたしますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

 

・事務局 

 ありがとうございます。そうしましたら、この子ども・子育て支援事業計画の答申

案に向けて取りまとめをいただいたところでございますが、今後の流れとしましては、

この資料 90、こちらの「東久留米市子ども・子育て支援事業計画（答申案）」の「案」

が取れて、こちらが基本的には答申という形で、この東久留米市子ども・子育て会議

としての答申になっていきます。そして、答申に向けては会長と副会長の都合もお伺

いしながら、こちらの資料 90 に答申書のかがみがついて市長のほうにご報告いただく

という流れを想定しております。なお、その答申の予定日や答申されたものにつきま

しては、この子ども・子育て会議の委員の方には随時ご報告をさせていただく予定で

ございます。 

 

 

３ 保育料について 

  ・会長 

 どうもありがとうございました。それでは次に移らせていただきます。次第の３の

ほうのご説明をお願いしたいと思います。 

 

・事務局 

 それでは、引き続きまして次第３「保育料（答申案）について」ご説明をさせてい

ただきます。資料につきましては、資料 86－3、91－1、91－2、92－1、92－2 を用い

てご説明をさせていただきます。まず、資料 91－1 でございます。「市利用者負担額（案）

と国基準との比較《２号・３号認定》第１案」という資料でございます。こちらにつ
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きましては、前回の会議で事務局から案を２つ示させていただいた、１つ目の案。そ

ちらが左側の表に記載をされているものでございます。階層区分としましてはＡから

Ｄ16 まで 11 階層となっております。そして、右側に国基準の８階層の表が記載され

ております。こちらは横にスライドして対比ができるようになっている資料でござい

ます。続きまして、資料 91－2 でございます。「市利用者負担額（案）と国基準との比

較《２号・３号認定》第２案」というものでございます。こちらも先ほどの第１案と

同様のレイアウトでございますが、第２案につきましては左側に市の利用者負担額の

案を表にさせていただいているものと、右側には同様に国基準が記載されているもの

でございます。 

 そして、資料 92－1 でございます。こちらは少しお時間をちょうだいしてご説明を

させていただきます。基本的には、この資料 92－1「教育標準時間認定の子ども（１

号認定）国基準（案）の変更点について」というもので、前回のこの会議でお示しさ

せていただきました、いわゆる１号認定の国基準と市の案というものにつきまして平

成 27 年１月 15 日、先週の木曜日ですね、この件につきまして国から変更点が示され

たところです。変更内容としましては、幼児教育無償化に向けた取組（低所得者世帯

への支援）として、1 号認定こどもの第２階層に係る国が定める水準につきまして、

以前から国の案としてお示しさせていただいたところの第２階層の案の 9,100 円が

3,000 円に変更になるということで国から連絡があったものでございます。「その結果、

平成 27 年度予算案に基づき国が定める利用者負担の上限基準は下記の右表となる」と

いうところで、中段に表を記載させていただいているというところです。矢印の左側

は、以前のこの会議でもお示しさせていただきました 1 号認定の国の基準の案でござ

います。矢印の右側は今回変更された国基準の案でございます。上から２番目の階層

の「市民税非課税世帯（所得割非課税世帯含む）」という、金額にしますと 9,100 円の

ところが変更後は 3,000 円となっております。また、下のほうに表が２つございます。

その上の表は「国基準（案）変更前」、下の表は「国基準（案）変更後」ということで、

先ほどご説明させていただきました、9,100 円が 3,000 円に変更になるにあたり、こ

ちらの第２階層「市民税非課税世帯（所得割非課税世帯含む）」と第３階層「市民税所

得割額 77,100 円以下世帯」の利用者負担額につきまして、9,100 円の部分が 3,000 円

に変更になったという変更点のご説明でございます。 

 こちらにつきましては、資料の裏面に資料 92－2 がございます。「１号認定利用者負

担額の東久留米市（答申案）と国基準について」というものでございます。これが前

回の会議でもご説明させていただいた中で、いわゆる１号認定の答申案のイメージと

いうことで資料とさせていただいているものです。先ほどの国の基準の改正の第２階

層が 9,100 円から 3,000 円になったものが反映されておるものでございます。備考が

中段にございます。１としまして「東久留米市の１号認定利用者負担額は国基準どお

りとする」。２としまして「世帯内に年少から小学校３年生までの範囲内に子どもが２

人以上いる場合、第２子の利用者負担額は半額とする」、３としまして「世帯内に年少

から小学校３年生までの範囲内に子どもが３人以上いる場合、第３子以降は利用者負

担額を無料とする」。この２と３につきましては現行と変更はございません。また４に

ついても変更はないのですけれども、もともと国基準として、ここで初めて示された
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ものでございますので、先ほどの資料 92－1 の下段の変更後の部分をこちらに記載さ

せていただいているものでございます。 

 そして、最後の資料 86－3 でございますが、こちらは前回の会議でお示しさせてい

ただきました「27 年度基準表１案、２案の場合の変動」の表となっており、前回の会

議でお示ししたものと同じものでございます。再度こちらの変動の表についてご説明

をさせていただきますと、左側には 26 年度の階層が記載されております。Ｄ１からＤ

16 ということで 16 階層ございます。これが平成 26 年度の現在の階層区分でございま

す。そして、その１つ右の列に「対象数」ということで、こちらも以前説明させてい

ただいたとおり、全体で概ね 1,400 人程度いらっしゃる中の 236 件を各階層ごとに無

作為で抽出してシミュレーションを行なった対象数が記載されております。そして、

階層変動幅のところでございますが、－、±０、それから＋の表記がされておりまし

て、具体的にはＤの階層の平成 26 年度の階層から、この１案、２案それぞれに対しシ

ミュレーションを行なった結果、どのような動きをするかという＋・－の表記でござ

います。そして、その右のところで「27 年度階層（１案）年少扶養なし」、「27 年度階

層（２案）年少扶養２名を考慮」というところで、それぞれ先ほどの階層の変動にお

ける人数をそのまま載せているのがこの表でございます。この表につきましては前回

の表と変更はございません。この次第３「保育料（答申案）について」の資料につき

まして説明は以上でございます。 

 

・会長 

 ありがとうございました。それでは、この保育料についてのご説明を今受けました

が、ご質問ご意見はございませんか。 

 

・委員 

 まだ１案、２案どちらかということではなくて、どちらかの案になったときに、こ

れは４月１日、今年の４月１日からこれで１年間通してこの金額になるのか。という

のは、23 区内の中では、例えば９月１日かどこかでいったん前年度の市民税所得割額

を対象に年度途中で変わるというやり方のあるところがあるのですね、区として。東

久留米市としてはこの４月１日からこの金額、どちらかまだわかりませんけれども、

それが来年３月までこれでやっていくのか。年度途中で変わるということも考えてい

るのか。それをお伺いしたいのですが。 

 

・事務局 

 この検討のあとに子ども・子育て支援新制度におけます適正な利用者負担の在り方

について検討していただくということは従前からお話しさせていただいているところ

です。それの施行がされるまでは、この表で保育料は請求することになります。今、

９月に保育料が変わると区のほうでは説明があったというお話ですが、今回、保育料

の根拠となります税が所得税から住民税になりましたということで、所得税について

は皆さんサラリーマンの方は源泉徴収票をもらっていると思うのですけど、１月の段

階で源泉徴収票をもらうことで、その税というのはある程度見えてくるのですけど、
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住民税につきましては各区市町村６月の中旬ぐらいに税が確定することになります。

したがいまして、今後本市におきましても、今回１案、２案で示しています住民税を

根拠の税とさせていただけるならば、８月までの保育料につきましては旧年度の住民

税に、９月からは当該年度の住民税により階層を決定していくという形なので、この

表は９月で変わることはないのですけど、所得の状況に応じては８月までの保育料と

９月からの保育料というのは変わることになるというような形です。 

 

・委員 

 前回お聞きすればよかったのですが、国のほうにこれは合わせたわけですね、ある

意味。所得税から市民税にした国の理由というか狙いというか、そこはなぜこういう

ふうに変えたのかというところと、実際こういう形で変えることでのメリットとかデ

メリットがもしあるのならば、それをお聞かせ願いたいのですが。 

 

・事務局 

 まず今回、保育のほうはこれまで所得税で保育料を決定してきたのですけど、これ

が新制度は住民税という形で、なぜ住民税が採用されたかといいますと、１号認定者

の保育料、それの中で差し引いています就園奨励費というものがあります。こちらに

ついてはこれまでも住民税で判定していたので、そこに合わせた。いわゆる１号・２

号・３号の保育料全般を統一化するために、保育園のほうの保育料を所得税から住民

税という形に変えたということで、私らは考えているところです。これについてのメ

リットとデメリットですが、まずメリットとしては１号認定の方々が住民税を保育料

の算定根拠の税としていますので、これで統一化が図れるというところがひとつ挙げ

られます。一方デメリットとして、今まで所得税でやっていたのが住民税になります

ので、保育料の決定の方法でありますとか、今さっき〇〇委員からありましたように

今まで年度切替え、そういったことが保育園の保育料についてはなかったものがそう

いうものが発生するとか。住民税と所得税の算出の方法が違うことによって、同じ所

得であっても、資料 86-3 でお示ししているとおり、所得税階層と住民税階層がある程

度モデルケースで影響がないようにしても多少の差が出てしまうということが挙げら

れるかと思います。 

 

・委員 

 国の案として所得税から市民税になった。これを基にして今回、市のほうとして２

つの案を出されていると思うのですけども、まずどうしても市民税のほうのやり方に

しないといけないものなのか。それに関しては国から「このやり方にしなさいよ」と

いう指導が入っているのか。あるいは、このやり方にしないと、例えば各自治体の保

育に関する補助金だとかそういうものがもらえないとか、そういう部分はあるのです

か。 
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・事務局 

 まず、先ほどメリットのところでもお話ししたとおり、同じ住民税を使うことによ

って１号認定・２号認定・３号認定の保育料の算定の共通化が図れるので、そこの整

合性、公平性というところは共通の算定ベースを使ったほうがいいと思っているとこ

ろです。また、保育園については、幼稚園も同じく、施設給付費として支出する際の

税の判定資料は、あくまでも住民税でやることになります。したがいまして、仮に利

用者の保育料は所得税、一方保育園に出す施設給付費、運営費の部分については住民

税で計算するといった煩雑さといいますかね、これまでどおりの保育料の計算の所得

税を使うとなると、事務上の混乱が生じることになるのではないかと思っているとこ

ろです。 

 私どもとして把握しているところによりますと、26 市で所得税を使って今までどお

り保育料を計算しようとしている団体は１、２団体だけで、いろいろシステムの関係

とかもありますので、本当に実際できるのかどうなのかというのは、把握していない

ところです。いずれにしましても、仮に利用者の方々の保育料を所得税で計算したと

しても、事務上は所得税と住民税で両方の税金を把握する必要性があるので、利用者

の方々にも所得税の証明書類、住民税の証明書類をご提出いただく形になりますし、

事務上もその２つの税をいずれも把握しなければいけないという煩雑さは発生するも

のと考えています。 

 何よりもやはり１号認定・２号認定・３号認定という形の中、特に２号から１号、

１号から２号ということはあり得ますので、そこで見る税が変わって考え方が変わっ

てしまうとか、例えば１号と３号のごきょうだいがいるときに、１号については幼稚

園のほうで住民税を見て保育料を算定し、３号については同じ世帯であっても所得税

を見て保育料を判定するという形の不整合というか、そういうことが発生するのでは

ないかと考えています。 

 

・委員 

 実は今回のパブコメの中でも「保育」のところで 96 件の意見があって、このうちの

30 が保育料についてなんですよね。だいたいの皆さんが保育料は値上げしないでくだ

さいという意見が多かったのですよ。実際に議会のほうでも市としては新制度に変わ

るにあたって、保育料とかそういうことに関してはなるたけ値上げとか変動のないよ

うにという答弁をされていたと思います。でも、実際に今回の、この変動に関するデ

ータを見ると、前回の話でだいたい６分の１のサンプルということだったのですが、

これが本当に×６ととらえていいのか。全体のデータを見たときに実際どうなのかと

いう部分もあるのですが、少なくともこの値上げされる、３階層とか４階層上がる方

もいらっしゃるとか、いろいろな方がいらっしゃるわけですよね。そういう部分のと

ころで、本当にこれはどうなのかな、と。 

 僕はちょっと実際気になるところで、ほかの自治体はどうなのかなというところで、

僕が知っているところでは例えば墨田区などでは来年度は現行どおり、その後５年間

は値上げとか保育料を検討していくというやり方もあったり、あとは世田谷区も現行

どおりで値上げはしない。国立市も現行どおりだとか、やはり実際に自治体によって
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は現行のままでやっていくところもあるわけであって、それは絶対できないわけでは

ないわけじゃないですか。そういうところで新制度に変わる中でいろいろ保護者の

方々がどういうふうに変わっていくのかとか、そういう不安もある中で利用料もどう

いうふうに変わっていくのかという部分の不安ももちろんあると思うので、そういう

ところで、まず本当に現行どおりでできないものなのかどうなのかというところがま

ず１つです。 

 それともう１つは、前々回かそこらで話をさせていただきましたが、今回の子ども・

子育て会議とは別かもしれませんが、実際東久留米市のアクションプランの中できち

んと保育料と学童保育の利用料については検討する、値上げの部分を含めて検討して

いく方針を出しているわけですね、市として。ですから、今回例えばこれで変わりま

した。４月からこれになります。今のお話ですと、８月まではこれで行って、また９

月で変わっていく。実際にアクションプランのところを見通したときに、このアクシ

ョンプランが例えば来年になるのか、それとも今これでやったから、しばらく３年４

年、だいたい今まで東久留米市というのは４年を周期に保育料の見直しとかをやって

きましたから、それに合わせて４年後というのだったらまだしもわかるのですけど、

それが今年変えました、来年アクションプランでまた変えますよというのであれば混

乱を招くだけではないかな。そういう部分で、今回の話と別といえば別かもしれませ

んが、利用者側からすると全然別じゃないですよ、保育利用料に関しては。そういう

ところで、またその先に消費税 10％になったときにはどうなるのかとか。いろいろな

部分を見通したときに、やはりまずは現行どおりで行って、それでいろいろなアクシ

ョンプランとか、そういう部分も見ていきながら、どういうふうにどの時期にやって

いくのかとか、そこを慎重にやったほうがよいのではないか。 

 実際に保育利用料のパブコメの意見に関しても、市のほうではお答えしていますよ

ね。利用料については、「保育料の見直しについては、今後、子ども・子育て会議にて、

子ども・子育て支援新制度における適正な利用者負担のあり方の視点から検討を重ね

てまいります」となっていますが、適正な利用者の負担のあり方って、まだそこまで

論議はできていないと思います。実際に今まで東久留米市の保育料の決め方に関して

は、保育料だけに関して 1 年間ぐらいかけて決めてきた経過がありますし、そういう

部分では、確かに何回か前に市長が来て諮問も受けましたけども、でもちょっとこれ

は急すぎるのではないかなという部分が感じられます。 

 ですので、１案、２案を出して、これでどちらかといえば、２案のほうがある意味

市のほうではなるたけ差額が出ないように考えていただいているのかもしれませんが、

やはりいろいろな自治体の取組だとか、今後のいろいろな部分を見通したときに、今

ここの１案か２案かという話ではなくて、現行どおりでできないものかという部分の

案も入れていただきたいと思います。 

 

・事務局 

 事務局としては今回の１案、２案という案を子ども・子育て会議のほうで提案する

にあたりまして、まず前提として私ども、この１案、２案がある意味現行どおり、た

だし子ども・子育て支援の新制度が始まる前に法的対応であるとか、先ほど言ったと
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おり１号が住民税を保育料の判定根拠としていますので、そういうところの整合性を

とるために、今回１案と２案をお示しさせていただいているということで、今〇〇委

員が言われた現行どおりとはまたちょっと違うという話かもしれないですけど、事務

局としては、これが子ども・子育て支援新制度に移行するにあたりまして住民税を使

ったときの現行どおりの保育料の案ということでご提示させていただいている経緯が

ございます。なぜそういう形になるかといいますと、前回の会議でもお話しさせてい

ただいたとおり、１案につきましては 236 件で差が 80 万 8,500 円、２案につきまして

は差が 2 万 900 円といった中で、236 件でそのぐらいの差が生じるといった結果の中

で１案と２案は現行どおりで、かつ法が始まるにあたって対応しなければならないも

のを加味した案ということでご提示させていただいている経緯がございます。また一

方、子ども・子育て支援の新制度におきます適正な利用者負担のあり方につきまして

は、今後、次回以降にまたご検討をいただくということで、そういう意味からします

れば、今回のこの１案、２案については保育料の値上げとか、そういうことを鑑みて

の案提示ではなく、あくまでも現行をベースとして新制度に対応する必要性がある事

項を盛り込んだ案提示ということでご理解を賜れればありがたいかと思います。 

 

・副会長 

 たしかに値上がりしてしまう人もいるのかなとは思うのですけれども、例えば今ま

で家庭福祉員に預けていた方がいくらかご存じかわかりませんが、一律だったのです

ね。秋に、前に私が預かっていたお子さんの親が傍聴席にいらして、あとで声を掛け

られました。その方は、「ここはすごくいいのだけれど、やはり保育料が安いところが

いいのよね」と言って保育園に移られて、そのあとで２人も産んでいらっしゃいます

から、１人育てれば大丈夫だったのだろうなと思ったりするのですが、本当に一律で

した。実際ひとり親の方なんかもいて 3 万 7,000 円を払うのはきついだろうなと言っ

て、こういうことを市役所の前で言ってはいけないかもしれませんが、「あなたのとこ

ろは今は無理でしょうから」と安くしていたこともあったり、月賦で払いたいと言っ

ていたお母さんたちもいましたので、そういうことでは私たちはありがたいと思って

います。 

 それから、あとは幼稚園に行っている親がとても大変だなと感じています。特に重

なって幼稚園に行っている方たちが「どうやってお金を払おうかしら、でも働きに行

きたいけど、子どもといられるのはしばらくだから、頑張りたいけど」と言っていた

方にとっては、この 1 号認定者の負担額が変わることはとてもありがたいことなんだ

なと思っています。たくさん払えるということは本当はいいことなんですけどね、難

しいと思いますが。 

 

・委員 

 利用料のご提示いただいた金額の内容とか、１案、２案についてではないですが、

先ほどから〇〇委員も事務局もお話しされているとおり、市民税になると４月から８

月が前年度、９月以降は当該年度、そこでまたこれが変わるのですね。２号認定認可

保育所に行っているお子さんや３号認定のお子さんも、保育料の徴収は市でされてい
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る。今後もそのような予定のはずなんですが、認定こども園だけは、そこは全部自前

で保育料の徴収を行うということで、今までは１号認定に当たる幼稚園部分のお子さ

んについては一律同じ金額を徴収して、それに対して市民税において６月頃補助金額

が決まり、就園奨励費と保護者補助金を秋以降いただくということで、そちらの事務

は市役所でやってくださっていたのですね。ところが、新制度になると４月から８月

までの１号認定についても、もちろん所得に応じてこのような補助をもらってという

ことになりますが、この中には就園奨励費が入っていますので、新制度に行ったとこ

ろの保護者の方に就園奨励費が下りないという現状があって、事業所のほう、つまり

認定こども園のほうは１号認定のお子さんにおいても、この徴収額がこれだけ。たか

だか５段階かもしれませんが、今は全部一律なので。家計の急変その他に応じて、ま

た変わっていく部分があって、そして年に２回確定的に変わらなければならない。２

号認定のお子さんについては、これだけの階層を抱えて、それで全部それを徴収しな

ければならない。先ほど事務局からお話が出ていたとおり、２号から１号に変わるこ

とも、そういうご家庭もある。１号から今度２号に、認定さえ受ければ変わる。そう

すると、その徴収に関してすごい、あり得ないほどの事務負担がかかるということは、

この会議で内容を知っている私がお話をして、そしてこの会議で話した内容が議事録

として市民の方の目に留まらない限り、とてもこういうお話は出てこないので。そこ

ら辺が、つまりお母さんたちが働いていたけれども働くのを辞めたら、保育園の場合

は３月になったらどこかへ移らなければならない。移らなければならないことがない

ような、そういう理想的な形でいながら、保育園の方も認定こども園に移っていいは

ずなんですが、絶対的に移らないのは、多くはこの徴収に関することが大きな理由の

１つになっていると思うので、ちょっと保護者の方にはいい部分もあるけれども、認

定こども園にとってはこれだけのたくさんの階層の徴収を。それだけの事務費が乗っ

ていないはずなので非常に大きな負担になるということは、やはりここでぜひとも皆

さんに知っておいていただきたいと思って、お話をさせていただきます。 

 

・事務局 

 今、○○委員がおっしゃられたとおり、まず今回子ども・子育て支援の新制度にお

ける特定教育保育施設でありますとか地域型保育の給付施設につきましては、まず大

前提は施設で利用料金を徴収していただくという形で、認定こども園については、例

えば幼稚園型認定こども園であれば１号と２号がいらっしゃるので、２号の保育料に

ついては今回もご提案させていただいている１案か２案の階層の料金を施設側で徴収

していただくという形になります。また、家庭福祉員でありますとか小規模保育施設

につきましては、原則３号の施設になりますので３号の保育料、同じようにこういっ

たＤ16 階層までの階層に応じた保育料を家庭福祉員あるいは小規模保育施設のほう

で徴収していただくといった事務負担が生じることになります。一方、認可保育園に

つきましては、児童福祉法で言います市町村の保育実施義務の保育を委託という形で

やっていますので、徴収自体は市が行うという形の中で整理されたところです。 

 したがいまして、まとめますと、認定こども園でありますとか家庭福祉員、小規模

保育施設については、２号・３号については、今回お認めいただければお示しさせて
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いただいている１案、２案の階層に基づいて保育料を施設側で徴収していただく。認

可保育園につきましては、市のほうで利用者のほうから徴収するという形の整理にな

るのかなと思うところです。 

 一方、今まで家庭福祉員、先ほど副会長からもお話がありましたし、○○委員のほ

うからも、どちらかというと一律で保育料を設定し、それを徴収してきた歴史があり

ます。そういう中で、今回からそういう階層に応じた保育料を徴収していただく手間

ということは、事務負担は生じるだろうと考えています。そういう中、私どもとして

は今までやってきた、認可保育園の保育料を徴収してきた歴史もありますし、一定程

度のノウハウもありますので、その辺は連携しながらうまく伝えていければ、いろい

ろな相談に乗れればなと思っているところです。 

 

・会長 

 今、今回だいぶ制度が変わることによって保育料の徴収が、認可保育所は役所のほ

うで徴収してくれる。その料金についてもさまざまな違いが出てくるということで、

その辺のところ、保育園側はどのように理解するかということが１つの大事なポイン

トになってくると思います。国の制度としては所得税から住民税に変わったことによ

ってのメリット・デメリットはあります。いろいろなことを含めて総合的にどのよう

に判断するかということを、この場で親自身が確認せざるを得ないということですの

で、その点も含めて発言をお願いします。 

 

・委員 

 この標準の保育料のことではなく、先ほど来出ている２号・３号認定のお子さんの

コアタイム、８時間の短時間保育と、それから長時間保育、延長保育料については市

のほうが徴収するのでしょうか、認可保育所とか。それとも、これについては保育園

のほうで徴収されるのでしょうか。認定こども園は今までどおり、何でも自分たちで

徴収しなければならないので、今の現行どおりだと思うのですが、どのようなお考え

でしょうか。 

 

・事務局 

 認可保育園におきます延長保育料ですが、公設公営の保育園が今市内に６園ありま

す。また、公設民営の園が３園あります。どちらも延長保育料について市側が徴収し

ています。一方、民設民営の、私立の保育園については延長保育料の設定も私立園の

ほうでしていただき、徴収のほうも私立園のほうでしていただく形になります。 

 

・委員 

 今後も。 

 

・事務局 

 今後もです。今まで、11 時間開所を超える部分、今だいたい６時を超える部分が延

長保育料として設定があり、そこの保育料については今言ったとおりの中でやってき
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ています。○○委員のおっしゃられる、今後、保育短時間については原則的な保育時

間を超えるものについては保育料が徴収できますので、それにつきましても公設公営、

公設民営については、うちのほうでその保育料がいくらになるのか設定し徴収してい

く。民設民営については、民設民営のほうで検討していただき、その保育短時間の保

育料も徴収していただく形になります。 

 

・委員 

 保育短時間のご家庭の延長料金については、公立以外は事業所のほうで決めて、そ

して事業所のほうで徴収する。今までの 18 時以降よりも人数的には非常に増えるので

すよね、想像するに。出入りの教材業者なんかは、そういうことのために何かタイム

カードみたいなものとかチケットみたいなものとか、いろいろ考えている保育園があ

ると聞いたのですが。人数は想定すると、今までの延長料金の取扱いよりも増えるの

ですよね。まだそこまでは、1 月 31 日まででしたっけ、申込みは。 

 

・事務局 

 人数的に増えるかどうかといえば、今まで取っていない部分を取るので単純に考え

ても、どのぐらい増えるかは別としても増えるのだろうと思っています。ただし、市

としては今、入所申請、併せまして認定事務をやっていますが、やはり保育短時間の

認定にあたってはいろいろなことを加味しながら、毎日保育短時間の延長保育料が発

生するようなことがないように、今現在検討しているところでありますので、増える

か増えないかといえば、保育短時間の延長保育は今まで取っていないので、その数は

増えるのですけど、大幅には増えないような配慮はしていく必要性があるだろうなと

考えているところです。 

 

・委員 

 そもそもなんですけど、今日のこの議題で決めなければならないことは保育料その

ものの内容、一番気になるところですけど、そこの部分なのか、国に準拠した形で徴

収する市民税をベースとしたところで１案、２案、場合によってわからないけど３案

とか、そちらのほうの基本的なことを決めるのか。時間もありますけども、ちょっと

そこだけ事務局のほうで改めて、先ほど話がありましたけど。 

 

・会長 

 説明をお願いします。 

 

・事務局 

 ただいまの○○委員からのお話でございますけれども、事務局としましては、前回

の会議からお示しさせていただきました、保育料に関わる新制度に伴う自治体として

行わなければならないと考えている、市民税所得割を算定ベースとした判定の１案も

しくは２案、この２つの案の中で選んでいただきたいという前提で案を提示したとこ

ろでございます。 
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・会長 

 どうですか。基本的には新しい制度が法律的にも、あるいは規則的にも決まってき

ておりますので、それに従わざるを得ないということは前提としてありますね。問題

となるのは、市が考えたそれに基づく保育料の徴収の額として１案と２案が提示され

ているわけですね。そういう理解でよろしいですか。それで、１案と２案の中で市が

かなりいろいろ考慮した案が２案というふうに考えてよろしいですか。その辺のとこ

ろについては皆さんに意見を伺って、それでもダメだという議論になるのか。やはり

今全体の制度の動きの中で、国の基本的な所得税から住民税と変わった中で、市が考

慮した、今回だったら２案で行かざるを得ないのかどうなのかというあたりを、きち

んと意見を出していただければよろしいかと思います。どうでしょうか。 

 

・委員 

 いろいろお聞きした中で、アクションプランは実際どのように考えられているのか。

要は、例えば僕としては、連合会のほうとしては、先ほど現行どおりとおっしゃいま

したけれども、僕らが言う現行どおりというのは、そのとおり値上げもない値下げも

ない、このままでいく、現行どおりがあくまでも私たちの考える現行どおりであって、

そちらの市の考える現行どおり、考え方で、これはわかるのですけど、それとは違う

わけです。どうしても考えなければいけないとなったときに、気にかかるのは、この

保育料の案で行ったときに例えば、先ほど話しましたけども墨田区などは５年間かけ

て検討していくとか、先がちゃんとわかるわけです、見通しとして。そういうところ

で、今回やりました。それが、東久留米市の今までのやり方で言うと向こう４年間は

まずこれで行きますよ。それで、４年間の間で、例えばこのアクションプランとか、

あるいは消費税 10％とかそういうところを見通してまた検討していきます。ただ、そ

れは今までやってきたみたいに、また保育の利用者の代表だとかいろいろな学識者を

交えて、そういった形でやってほしいと思いますけども、そういう部分があるのかど

うか。今回はこれでやりますよということだけではなくて、向こう何年間のことを見

通して、さらには消費税 10％が待ち構えている。そういうところを見通したところで、

これで行きますという、そこが見えないので。ただこれでやりますということだけで

はなくて。そこをお聞きしたかったのです、アクションプランのことを出したのは。 

 

・事務局 

 まず、冒頭から〇〇委員もおっしゃっているように、この会議ではアクションプラ

ンの内容は、これはちょっと議題からかなりそれてしまいますので、その部分は言及

はしません。ただし、今、繰り返し事務局が申し上げているように、今回のご提案を

している内容というのは、改めて確認をさせてもらえれば、再三申し上げているよう

に、いわゆる税体系の関係ですよね。今まで所得税であったものを市民税所得割に変

えるという、その趣旨はもともとの 1 号・２号・３号の全体の中で根拠となる税体系

が違っていたので、そこをまずは統一化させることが、これは利用者の公平の視点で

あるとか、また事業者の立場、また行政の立場も含めて、そこらがバラバラになって

いるよりは統一化されたことがやはりあり方としては望ましいという、こういう考え
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方のもとに国からまた各自治体へと。そして、今、〇〇委員からは 23 区の例もありま

したけれども、先ほど事務局は、26 市の中で１市以外は今のところはすべてこの考え

方に基づいて取組を進めていく状況であるということを申し上げているわけですね。

ですから、今私ども市側の、あるいは皆様、この会議に提案した立場としては今申し

上げたようなところでご理解をいただければと思っているところです。 

 

・委員 

 あくまでも市のほうとしては１案か２案という提案ということで、ただ繰り返しの

発言になるのですが、やはり市民のほうとしてはアクションプランというものが頭に

ありますから、これを念頭に置いて説明とか、そういうことはしていただきたい。今

回の保育料に関しては説明会とかそういうものは行う予定はないというお話でしたが、

ただやはり何で所得税から市民税になったのか、そういう説明がここでは示されてい

ませんし、そういう部分はやはり丁寧にやっていくべきではないか。さっきの事業計

画に関してもそうですけども、そこは一番払うという部分では利用者の一番身にかか

る部分なので、そこは丁寧にするべきではないかと思います。 

 今回これを、このあと１案か２案かを決めると思いますが、決めたあとで、今度そ

こでいろいろ気にかかってくるのが、さっき○○委員さんもおっしゃっていたみたい

に保育の標準時間の場合の保育料、短時間の場合の保育料、それはここに出ています

けども、これを延長利用した場合はどうなるのか。先ほど公立とか公設民営の場合の

お話はしていましたが、実際に今、公立保育園に関しては６時から７時までが延長保

育になっていますが、６時から６時半は市のほうの独自の加算でそこは取っていませ

んよね。そこが今回新制度になった場合はどうなるのか。それが短時間の人たちの場

合はどうなるのかという部分は、ここに触れられていません。例えばの話、これはほ

かの自治体でも出ていますけども、民間保育園なんかではお泊まり保育とかやってい

ると思います。そういう場合に短時間保育を利用している方の場合は、その分が延長

料金として取られるのか。遠足に関してもそうだと思います。必ずしも８時間保育で

帰ってこなければいけない保育制度になってくるのか。いわゆる保育利用料の設定に

よって保育内容にも響いてくるのか。そういう細かいところとか、いろいろ聞きたい

ことがあると思います。でも、先ほど○○委員も言っていたみたいに、それは今議論

するものではないと思いますが、やはりそういう部分で気になることとかあるので、

何らかの丁寧な説明なり、そういう部分はとても必要だと思いますので、そこは市の

ほうとしてしっかりと考えていただきたいと思います。 

 

・事務局 

 今、〇〇委員からもご指摘がありましたが、保育短時間の延長保育料についてはこ

の会議ではなく、あくまでもそこにつきましてはいわゆる 11 時間保育とかそういうと

ころを超えるものなので、特別保育事業になりますので、この場でご検討いただくと

いうよりは、市側や各施設が検討し利用者の方々に周知していく形になると思うとこ

ろです。そこにつきましては丁寧にやっていこうと考えているところです。 
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・委員 

 市としては標準の保育時間というのを定めたのでしたっけ、何時から何時というの

は短時間に関しても、これはもう決まっているのでしたか。 

 

・事務局 

 そこについてはまだ正式に決定はしていないので周知はしていないところです。た

だし、今まで 11 時間保育を朝７時から夕方６時までやってきたので、それがベースと

なっての８時間設定になるかと思っているところです。 

 

・委員 

 その短時間の８時間はどこからスタートかで本当に気になる方がいっぱいいらっし

ゃると思うので、とにかくこの保育料の決め方、どちらにするかを決めた上ではそう

いういろいろな質問とか疑念とかそういう部分が出てくると思うので、そこはしっか

りと想定して、説明会を行う予定はないと言っていましたが、やはりぜひやるべきで

はないかと思いますので、ご検討をよろしくお願いします。 

 

・会長 

 短時間と長時間と申しましょうか、11 時間保育との関係では、今は７時から７時の

ところと、延長は６時から７時までの分と、それから７時 15 分から始めて７時 15 分

に終わるところ、それから６時 15 分から７時 15 分まではいわゆる長時間というふう

に、今までずっとやってきて、その辺は変わりますか。基本的な考え方は変わらない

と思いますが、その辺はどうでしょうか。 

 

・事務局 

 保育料からどんどん離れていってしまうので、どこまで詳しく話をすればいいのか

というのは難しいところがあるのですけど。実際に今、説明会というお話もありまし

たけど、私どもとしては、この保育短時間の延長保育のベースとなる原則的な保育時

間をどういうふうに設定したかも含めて、会というよりはさまざまな機会を通じて丁

寧に周知はしてまいろうと考えているところです。 

 

・会長 

 保育時間については、そういう考え方で事務方としてはいるということで、今日の

主要な議題である、制度に乗っかって決めた場合の保育料の第１案、第２案というあ

たりについて、もう一回意見を伺いますけども、いかがですか。意見がだいたい出尽

くしたというふうに理解してよろしいですか。 

 

・委員 

 １案、２案、これでいくのですけども、このパブリックコメントの中でも例えば 19

ページの 86 のところでも②で「認可への移行措置として保育料の助成を実現して下さ

い」という、恐らく認可外保育所に対しての助成の要望だと思うのですけど、これに
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対しての市の回答として、「認可外保育施設保護者助成金については、今後、子ども・

子育て会議にて、子ども・子育て支援新制度における適正な利用者負担のあり方の視

点から検討を重ねてまいります」。ですから、このあと何回かあるこの子ども・子育て

会議の中で、この助成金に関しても今後話し合いはされるということですか。そこの

中で話し合いをしていく。要は、ですから、この利用料の中に認可に入れない人もい

っぱいいるわけですよね。そういう人たちはそういう人たちで高いままで終わるのか

ということで、いや、そういう助成があるんだという、またそういう部分もくっつい

てくるとわかりやすいのか。そういう形で東久留米市はいくらか考えてくれるんだと

か、ちょっと前向きになっているんだとか。 

 今はたしかに１案か２案か話しているだけですけども、そういう背景もある中でこ

れをどう考えるのかもセットになっていると思うので、その部分については、今まで

はそれは別ですよ、柱から外れていますよというお答えだったのが、今回ここの中で

そういうふうに市が回答していますので、今後の会議の中でまずそれがあるのかどう

かの確認の上で、僕は１案か２案かというところに臨みたいのですけど。 

 

・会長 

 16 ページの⑥のところで、これの事務局が説明した内容の点ですね。認可外ですか。

この辺についていかがですか。16 ですね、19 ですか。16 ページとおっしゃったでし

ょう。 

 

・委員 

 僕は 19 ページの 86 の②のところに対しての回答として、市が②で「認可外保育施

設の保護者助成金については」と書いているので。 

 

・事務局 

 先ほどから事務局でご回答させていただいていますことの繰り返しになってしまう

ところがあるのですけども、まず今回の１案、２案は事務局としては現行どおりなん

ですね。現行どおりという意味からしますれば、今現在、認可外保育施設の保護者助

成金というのは実現できていないので、それはこの１案、２案では加味するべきもの

ではないと思っているところです。一方、先ほど来申しましているとおり、今後、子

ども・子育て支援の新制度における適正な利用者負担のあり方をご検討いただくにあ

たりまして、保育料の適正なあり方と併せてご検討いただこうとは考えているところ

はありますが、あくまでも今回１案、２案を決めていただくにあたっての前提条件と

いうのかな、あくまでもこれは今の保育料を新制度に適用させた場合の、現行どおり

をベースとしての案になっていますので、認可外保育施設の保護者助成金についても

そこは加味するべきものではないだろうと考えているところです。 

 

・会長 

 今の説明、いかがですか。 
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・委員 

 腑に落ちないですが、いいです。 

 

・会長 

 それでは保育料に関して、先ほど申しましたように意見が出尽くしておりますので、

一応第２案ということですか、１案、決まってないですか。その点は挙手でやります

か。挙手でやるのか。それとも、市がいろいろ工夫して現行のものをそのまま国が制

度を変えたものに適用した場合、第２案ということがちゃんと説明があったと思いま

すけれども、それでよろしいのか。あるいは挙手で１案か２案を決めるのか。どちら

にしましょうか。 

 

・委員 

 意見聴取だけですか、この会議で決めるのは。意見を出尽くしたから。どちらかを

決めるという権限は、この地方版子ども・子育て会議にはないと私は認識しておりま

す。 

 

・会長 

 事務方から説明をお願いします。 

 

・事務局 

 これまでそういう決を採る場面というのがあまりなかったということもあるかと思

いますが、この子ども・子育て会議、東久留米の条例によりますと、もともと子ども・

子育て支援法で定められている合議制の機関というところでの努力義務で設置された

機関でありますので、そういうことも想定された規定はございます。規定からします

と、決を採るということもあり得ますし、同数の場合は会長の決するところとすると

いう条文が入っているところでございます。 

 

・会長 

 もしも決を採らないで皆さんで、どうですか、ここで確認したいのですけれども。

どちらがどうでしょうか。 

 

・委員 

 値上げをするつもりではないということであれば、可能な限り、現行に近いほうの

案を選ばれるのが適正だと思われます。 

 

・会長 

 その点ではよろしいですか。はい、その制度に乗っかって市の考え方を変えないで、

なおかつ制度が変わったものに適用すると、この案でいくという、そういう考え方に

なると思いますけども、よろしいですか、それで。 
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・委員 

 ただ、発言されていない方とかいろいろいらっしゃるので、やはり挙手を採るべき

ではないか、と。今までの東久留米市の保育料の検討会でも、そこに関しては挙手で

やってきましたから。 

 

・会長 

 はい、それでよろしいですね。それでは、第１案の方、挙手をお願いします。第２

案。では、第２案で圧倒的に確認されたと思いますので、これで、よろしいですか。 

 

・委員 

 すいません、利用料は、この１号認定については国基準（案）となっていますが、

ほかに市のほうから何か、この２号・３号については市利用者負担額と国基準との比

較ということで、今、合議制ということで挙手で決まりましたが、１号認定について

はそういうものが全く示されていないので選びようがないということで国基準どおり

というご提案ということなのでしょうか。 

 

・会長 

 それでよろしいですか。そういうことだそうです。では、１号認定でもそれでよろ

しいですね。そういうことで、この場では確認したということにさせていただきたい

と思います。それでは、この１号認定を含めて、保育料、利用料については、これで

確認されましたので、これも市長から諮問を受けていますので、そのことについてま

た説明をよろしいですか。 

 

・事務局 

 そうしましたら、今決議いただきました次第の新制度の保育料につきましては、１

号認定につきましては資料 92－2 をイメージとした答申案、そして２号・３号認定に

つきましては資料 91-2 の第２案、こちらを基本に答申として今回取りまとめたことに

なりますので、これを受けて、先ほどの事業計画の答申と同様、会長、副会長と調整

しながら市長に、この子ども・子育て会議としての答申をさせていただく予定になっ

ております。同じく、答申予定日や答申されたものにつきましては、この子ども・子

育て会議の委員の方にはご報告を随時させていただきたいと考えております。 

 

・委員 

 すいません、ちょっと確認です。先ほどから〇〇委員から、また利用料についての

適正な設定についてというお話が出ましたが、これは今までは社会福祉審議会で決め

ていた内容ですが、今後はこの子ども・子育て会議ですべての就学前施設についての

利用料について決めていくという、検討していくという理解でよろしいのでしょうか。 
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・事務局 

 そのとおりでございます。東久留米市の子ども・子育て会議条例の中に保育料につ

きまして、こちらの会議で審議する事項ということで規定されていますので、そのよ

うな形になります。 

 

・委員 

 もう 1 つ質問です。先ほどのパブリックコメントの 19 ページの 85 のところに「小

規模保育や家庭的保育では８時間しか預けられないと聞きました」というふうに書か

れているのですが、これに対する回答がいまいちわからないような回答しか出ていな

いのですが、これは新制度において初めて始まる、小規模保育というのは新制度にお

いて初めて実施されるものだと思うのですが、どのようなふうになっているのでしょ

うか。 

 

・事務局 

 まず、家庭福祉員につきましては、今もそうなのですが、家庭福祉員お１人で補助

員の方と一緒にやっている施設なので原則的には８時間の方が使われる施設と考えて

いるところです。あとは小規模保育施設の中でも、いわゆるＣ型といわれる家庭福祉

員の共同実施型をベースとした小規模保育事業所はやはり根本となるところは家庭福

祉員なので、そこについても原則的には８時間のサービスを提供する施設になると考

えているところです。一方、Ａ型とかＢ型につきましては認証保育所等が移行するこ

とを想定していますので、こちらについては認証保育所が今 13 時間開所をやっていま

すので、そういう意味からすれば８時間というよりは 11 時間開所の施設になってくる

方向性であろうと思っているところです。 

 ですので、まとめますと、家庭福祉員については原則８時間、小規模のＣ型も原則

８時間、Ａ型・Ｂ型については 11 時間という形のサービス提供がなされるのではない

か。ただ、Ｃ型もいろいろな体制によっては 11 時間提供できないこともないだろうと

思っているところです。Ｃ型は原則８時間だけど、ＡとＢは 11 時間ですね。 

 

・委員 

 11 時間を上限とするのですか。 

 

・事務局 

 上限というよりは 11 時間開所の施設、認可保育所と一緒ですね。それを超えるもの

については延長保育での対応の形になると考えているところです。 

・会長 

 よろしいですか。 

 

・委員 

 はい。 
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４．その他 

  ・会長 

 それでは、次第の４「その他」に移らせていただきます。ご説明をお願いいたしま

す。 

 

・事務局 

 本日、次第には「その他」とございますが、現時点におきまして「その他」の議題

はございません。 

 

・委員 

 すいません、今、答申のほうで２案が決定したというところで、先ほど８月と９月

で税金のあれを、今はいいのですけども、どういうふうに、再三〇〇委員をはじめ皆

さんから話があったように市民の方に告知をちゃんとするのかを少し念頭に置いて、

方法論ですね、やっていただければと思います。 

 

・会長 

 よろしいでしょうか。では、事務方のほうでよろしくお願いします。それでは、次

回についてご説明をお願いします。 

 

・事務局 

 それでは最後に、次回についての審議内容および日程について確認をさせていただ

きたいと思います。次回の審議内容につきましては、以前の９月の会議でお示しさせ

ていただいたスケジュール案どおりですけども、保育料についてということで、先ほ

どからお話が出ております新制度におけます適正な負担のあり方ということで議題と

させていただく予定となっております。また、日程につきましては２つの案がござい

まして、２月 25 日の水曜日、それから２月 26 日の木曜日、この２日のうち会長や副

会長を調整させていただきながら、また早いうちに委員の方にはご連絡をさせていた

だきたいと考えております。以上でございます。 

 

・会長 

 今ご説明がございましたように、次回については２月 25 日、２月 26 日、水木、こ

のどちらかで一応検討したいということですので、皆さんのご協力をよろしくお願い

したいと思います。よろしいでしょうか。 

 

・委員 

 すいません、パブコメの回答にあったように、学童の保育料もこのどちらかで検討

ということなのですか。それは、２月か３月かはまだわからないのですか。 

・事務局 

 そうですね、９月にお示しさせていただいたスケジュール自体が今年度の部分まで

で止まっておりますので、また次回以降お示しできる部分であればお示ししていくこ
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とを考えておりますが、この保育料につきましては、例えば来年度の４月以降にも継

続して議題として、学童も含めて、以前からお話しさせていただいているように新制

度におけます適正な保育料のあり方と、先ほどお話が出た認可外助成、そちらのほう

と学童保育所の保育料、本体の部分、こちらにつきましてご審議等いただくというこ

とを想定しております。 

 

・委員 

 それは、２月のところから、それとも１個ずつ、いっぺんに。 

 

・事務局 

 今後何を議論いただくのかということから始まって、資料等を提示させていただく

ように考えております。 

 

・委員 

 まず、２月は、準備も必要だしと思って、一応学童関係なのでと思ったのですけど、

どのぐらいの目処で。 

 

・事務局 

 すいません、その保育料についての次第の中の、いわゆる保育料と認可外助成と学

童保育の詳細について今のところまだ決まったものがあるのではないですけども、そ

ういったことを全体の流れとしてわかるようなスケジュールも含めてご提示をさせて

いただければと考えております。 

 

・委員 

 でも、２月からはそのつもりで、とりあえずはいればいいということですね。わか

りました。 

 

・会長 

 ２月の会議については今後のことを少し具体的な説明をしていただけるということ

でよろしいですね。わかりました。それでよろしいでしょうか。 

 

５．閉会 

  ・会長 

 今日は、大事な事業計画と保育料の制度が変わったことについて最終的に確認いた

だきましたので誠にありがとうございました。議長の不手際でなかなかうまく進行で

きませんけれども、とりあえず市長からの諮問については確認ができたので、これで

我々の役割が果たせたと思っておりますので、今日はありがとうございました。これ

で今回の議事についてはすべて終了しましたので閉会といたします。どうもありがと

うございました。 

以 上 


